
 

                        

 ～少年の非行防止と 

 健全育成を願って～ 

 

 

 

 

 

 

《 悩みごと相談 》 

  ～ 一人で悩まず、まずお電話を ～ 

あわら市少年愛護センターでは、子どもたちに関

する相談を受け付けています。非行やいじめ問題、

その他子どもたちに関することでお困りでしたら、

お気軽にご相談ください。ご相談は、下記少年愛護

センターに直接お越しくださるか、お電話ください 

ますようお願いします。 

子どもたち自身の相談も、もちろん受け付けます。

悩みごとがあれば、一人で悩まず相談してください。 

 

 

あわら市市姫三丁目 1 番 1 号（あわら市役所２F 文化学習課内） 

０７７６－７３－８０４２（平日 9:15～17:15） 

※ 下記でも青少年に関する相談を受け付けています。 

◇福井県 24 時間電話相談 子供 SOS ダイヤル 

０１２０－０－７８３１０（365 日 24 時間） 

◇福井児童相談所 子ども虐待防止相談  

      ０７７６－３５－１７８１（365 日 24 時間） 

◇県警察本部 福井少年サポートセンター ヤングテレホン  

０１２０－７８３－２１４（平日 8:30～17:15） 

   

あわら地区防犯ポスター・作文コンクールのお知らせ 
主催：あわら地区防犯ポスター・作文コンクール実行委員会 

    
応 募 様 式 

○ポスターの部 四つ切、または八つ切りサイズ画用紙   

「応募票」に、タイトル、氏名（ふりがな）、学校名、学年を記載し、裏面に貼付してください。 

○作文の部   400 字詰め原稿用紙 2 枚以上 3 枚以内 パソコンでも可（A4 横方向縦書き） 

     「応募票」に、タイトル、氏名（ふりがな）、学校名、学年を記載し、添付してください。 

原稿用紙 1 枚目の 1 行目から本文を書いてください。 

     ※ 詳細は別紙コンクール要綱(あわら警察署より)をご覧ください。 ※ どちらも未発表の作品に限ります。 

テ ー マ ① 少年の非行防止に関すること （例：万引き、薬物乱用、携帯電話サイトの悪用 など） 

② 防犯に関すること      （例：自転車盗、空き巣、インターネット利用犯罪 など） 

③ 特殊詐欺防止対策に関すること 

応 募 方 法 作品は学校の先生に提出してください。 

応 募 〆 切 令和６年 8 月 30 日（金） 

                   

自由な時間が増える夏休みは、つい気がゆるみ、

不規則な生活になりがちですが、子どもが自分自身

で学びや遊びなどを計画し実行できることで、自主

性を育むよい機会にもなります。 

そこで、お子さんがこの夏休みを健全に過ごせま

すよう、次のようなアドバイスをお願いします。 

① 毎日、早寝早起きをして朝ごはんを食べよう。 

② 学習や読書、遊びなどの時間を決めよう。 

③ 家族の一員として家事などの手伝いをしよ

う。 

④ 地域での活動に積極的に参加しよう。 

⑤ 決められた社会のルールを守ろう。 

⑥ 「いかのおすし」をわすれない。 

⑦ 危険な場所へはいかない。危険な行為はしな

い。交通事故、火の事故、水の事故に注意‼ 

    

 夏休みの生活について 

充実した夏休みに向けて 

青少年の非行防止と 

健全育成を願って 

あわら市少年愛護センター

夏休みの生活について 

令和６年７月発行 

あわら市少年愛護センター 

青少年健全育成あわら市民会議         



ＳＮＳなどで誹謗中傷の被害にあってしまったら・・ 

 デジタルネイティブである今の子どもたち。インターネットを活用して生活するのが当たり前となって

います。毎日、SNS でのやり取りを注意して行っていると思いますが、それでも、SNS上で言い争って

しまったり、傷つくことを書かれたりすることがあるかもしれません。そんなときは、子どもと一緒に、

冷静に対処していきましょう 

 
「夏休み 家族ふれあい教室」のご案内 

 
８月 17 日(土) 9:30～11:40  中央公民館大ホール（あわら市市姫一丁目 9-18） 

【対象】市内小学生とその家族  【定員】先着 30 組  【参加費】１組 500 円（材料費） 

【内容】《前段》楽しく学ぶネットリテラシー！    《後段》家族で作る！ 

『家族で学ぶネット安全教室』        『フラワーベース絵付け教室』 

～安全なネット活用について               ～ガラスの花瓶に 

家族と一緒に楽しく学びましょう～            絵を描いて  

〈講師〉NPO 法人 奈良地域の学び推進機構             ライトアップしよう～ 

理事 石 川  千 明  氏 

※ 詳細は別紙案内をご覧ください。  

１．ミュートやブロックなどで“見えなくする”設定に 

 よく使われる SNS には、やりとりをコントロールする機能が備わっています。相手に知られずに投稿

を非表示にする機能（ミュート）をうまく活用しましょう。つながり自体を断つ機能（ブロック）もあり

ますから、深く傷つく前に「見えなくする」ことをお勧めします。また、返信やコンタクトができる相手

を制限できる機能もあります。それぞれ、名称や操作方法などはサービスやアプリによって異なります。

調べて確認しながら使ってみてください。  

２．人権侵害情報の削除を依頼 

《Step１》 可能な状況であれば、投稿者に削除してほしいと連絡してみる（無理は禁物）       

《Step２》 該当する投稿の URL やアドレスを控える 【投稿画面や動画の保存も重要】 

《Step３》 「通報」「報告」「お問い合せ」など削除の依頼などができるページやメニューを探す 

《Step４》 フォームに従って必要な選択・入力を行い漏れがないか内容を確認して、送信！  

※ ミュートやブロック、削除依頼だけでは解決しない場合、発信者を特定して損害賠償請求などを行う
ことも可能。発信者開示請求をしたい場合は、弁護士にご相談ください。 

３，信頼できる機関に相談する 

電話、メール、各種 SNS、Web チャットなどを使って、人に知られずに相談できる公的窓口が
あります。1 人で抱え込まず、相談してみましょう。 

・ インターネット違法・有害情報相談センター（総務省支援事業） 

・ 法務省「インターネット人権相談受付窓口」  

・ 厚生労働省「まもろうよ こころ」 

※ 総務省「インターネットトラブル事例集」↓↓ 

https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/trouble/ 

【令和５年度 福井県 青少年のネット非行・被害対策情報 ＜保護者向け第８号＞より】 

https://www.ihaho.jp/
https://www.jinken.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/

